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（趣旨） 

第１条 この規程は、特定激甚災害（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律（昭和３７年法律第１５０号）第２条第１項に規定する激甚災害で平成

２８年４月１４日以後に発生したもののうち、理事長が指定するものをいう。以下

同じ。）により組合員が自己の用に供している住宅等が損害を受けた場合において、

組合員が当該損害を事由として受けようとする住宅災害貸付け及び組合員が既に

受けている住宅貸付け又は住宅災害貸付けで当該損害を受けた住宅等に係るもの

に関し、貸付金の利率及び償還方法等に係る公立学校共済組合貸付規程（平成３０

年１２月２８日全部改正。以下「貸付規程」という。）及び公立学校共済組合貸付

規程の実施に関する規則（平成３０年１２月２８日制定）の特例を定めるものとす

る。 

（特定住宅災害貸付けの利率） 

第２条 特定激甚災害による損害を貸付けの事由とする住宅災害貸付け（以下「特定

住宅災害貸付け」という。）の利率は、一月につき、次の各号に掲げる期間の区分

に従い、それぞれ当該各号に定める率を１２で除して得た率（当該率に小数点以下

４位未満の端数があるときは、これを切り捨てた率。以下同じ。）とする。 

（１）次号に掲げる期間以外の期間 第２号貸付利率（地方公務員等共済組合法施行

規程（昭和３７年総理府・文部省・自治省令第１号）第１３条第１項第２号の規

定に基づき文部科学大臣が定める利率であって、各月の初日に適用されている率

をいう。以下同じ。）から０．０７パーセントを減じた率 

（２）貸付規程第１８条第１項に規定する元金猶予期間 第２号貸付利率から０．２

８パーセントを減じた率 

（特定の既住宅貸付け等の利率） 

第３条 住宅貸付け又は住宅災害貸付けの借受人で当該住宅貸付け又は住宅災害貸

付けに係る住宅又は住宅の敷地が特定激甚災害により５分の１以上又はこれと同



 

程度の損害を受けた者から申出があった場合は、当該申出のあった日の属する月の

翌月分から、当該住宅貸付け又は住宅災害貸付け（以下「特定の既住宅貸付け等」

という。）の利率を、一月につき、それぞれ次の各号に定める率を１２で除して得

た率とする。 

（１）住宅貸付け 第２号貸付利率 

（２）住宅災害貸付け 第２号貸付利率から０．０７パーセントを減じた率 

（特定の既住宅貸付け等の未償還元金の償還猶予） 

第４条 特定の既住宅貸付け等の借受人から申出があった場合は、当該申出のあった

日の属する月（以下「償還猶予申出月」という。）の翌月から起算して３６月を限

度として、当該特定の既住宅貸付け等に係る未償還元金の償還を猶予することがで

きる。 

２ 前項の規定により未償還元金の償還を猶予した場合には、償還猶予申出月の翌月

分から、当該特定の既住宅貸付け等の利率を、前条に規定する利率とする。 

３ 第１項の規定により未償還元金の償還を猶予された特定の既住宅貸付け等の借

受人は、償還猶予申出月の末日における未償還元金に係る利息について、償還猶予

申出月の翌月から償還猶予終了月まで毎月償還しなければならない。 

４ 第１項の規定により未償還元金の償還を猶予した場合における当該猶予期間終

了後の償還回数は、償還猶予申出月における残存償還回数とする。 

５ 第１項の規定により未償還元金の償還を猶予された特定の既住宅貸付け等の借

受人に対する貸付規程第１６条第１項の規定の適用については、同項中「第１８条

第３項」とあるのは、「第１８条第３項並びに特定激甚災害による住宅災害貸付け

に係る貸付金の利率等の特例に関する規程（平成３０年１２月２８日全部改正）第

４条第３項」とする。 

（特定の既住宅貸付け等の借受人に対する特定住宅災害貸付け） 

第５条  特定の既住宅貸付け等の借受人から申込みがあった場合は、貸付規程第８条

に定める貸付限度額の範囲内で、当該特定の既住宅貸付け等と併せて、特定住宅災

害貸付けを行うことができる。 

（雑則） 

第６条  前各条に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、別に定める。 

 附 則  

１ この規程は、平成３０年１２月２８日から実施し、同年１月１日から適用する。 

２ この規程の実施の際、現に全部改正前の特定激甚災害による住宅災害貸付けに係

る貸付金の利率等の特例に関する規程（平成２８年１０月３１日制定。以下「改正



 

前の規程」という。）の規定により貸付けを受けている者の貸付金の取扱いについ

ては、なお、従前の例による。 

３ 第２条又は第３条の規定は、改正前の規程に基づき貸し付けた貸付けの適用日の

前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息につ

いても適用する。 

４ 前項の規定により第２条又は第３条の規定を適用する場合において、同条各号の

規定による利率が期間一月につき附則別表に定める率を超えるときは、附則別表に

定める率とする。 

５ 前条に定めるもののほか、この規程の実施に伴い必要な経過措置その他必要な事

項は、別に定める。 



 

附則別表（附則第４項関係） 

種  別 率 

第２条第１号 ０．１０１６％ 

第２条第２号 ０．０８３３％ 

第３条第１号 ０．１３８３％ 

第３条第２号 ０．１０１６％ 

 

 


